
　
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
・
納
税

は
、
２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15
日
㈬
で
す
。

▽
日
時
　
２
月
９
日
㈭
〜
３
月
15
日

　
㈬
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
︵
８

　
時
30
分
か
ら
受
付
、
土
曜
・
日
曜

　
日
を
除
く
︶

▽
場
所
　
青
梅
税
務
署
申
告
書
作
成

　
会
場

※
２
月
１
日
㈬
〜
３
月
31
日
㈮
は
、

　
青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で

　
き
ま
せ
ん
。
近
隣
の
有
料
駐
車
場

　
か
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

　
さ
い
︵
身
体
障
害
者
用
車
両
は
除

　
く
︶
。

▽
日
時
　
２
月
19
日
・
26
日
の
日
曜

　
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
︵
８

　
時
30
分
か
ら
受
付
︶

▽
場
所
　
立
川
税
務
署

　
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
、
所
得
税
等

の
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算
書
な
ど

を
事
前
に
作
成
、
印
刷
し
、
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※e
-T

a
x

︵
国
税
電
子
申
告
・
納

　
税
シ
ス
テ
ム
︶
を
ご
利
用
い
た
だ

　
く
と
、
作
成
し
た
申
告
書
デ
ー
タ

　
を
そ
の
ま
ま
送
信
し
て
提
出
す
る

　
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵h

tt

　p
:/

/
w

w
w

.n
ta

.g
o
.jp

︶

　
﹁
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

　
ー
﹂
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
期
日
　
２
月
６
日
㈪
〜
３
月
15
日

　
㈬

▽
場
所
　
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
ィ
ホ
ー
ル
ほ
か

※
受
付
会
場
や
受
付
時
間
が
異
な
る

　
場
合
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の

　
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
次
の
場
合
は
、
青
梅
税
務
署
で
申

　
告
し
て
く
だ
さ
い
　
土
地
・
建

　
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
、
住

　
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
初

　
年
度
申
告
、
営
業
・
農
業
な
ど
の

　
事
業
所
得
︵
決
算
書
の
記
入
が
な

　
い
方
︶
、
消
費
税
、
贈
与
税

　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
方
は
、

　
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
な
が
ら
提
出
で
き
ま
す
。

※
内
容
が
複
雑
な
相
談
︵
譲
渡
所

　
得
、
贈
与
税
︶
な
ど
は
、
青
梅
税

　
務
署
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
期
日
・
場
所

　●

２
月
８
日
㈬
〜
10
日
㈮
…
中
央
公

　
民
館

　●

２
月
14
日
㈫
…
五
日
市
出
張
所

▽
受
付
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
11

　
時
ご
ろ
、
午
後
１
時
〜
３
時
ご
ろ

※
混
雑
状
況
で
、
受
付
時
間
を
変
更

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
期
日
・
場
所
　
２
月
13
日
㈪
〜
16

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
年

金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
以
外
の
控
除
︵
社
会
保
険

料
、
生
命
保
険
料
、
医
療
費
等
の
控

除
、
扶
養
親
族
の
追
加
な
ど
︶
が
あ

る
方
は
、
住
民
税
︵
市
・
都
民
税
︶

の
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
住
民
税
額

が
下
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

住
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
27
年
分
の
確
定
申
告
で
、
申

　
日
㈭
　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

　
室

▽
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
10
時
30

　
分
ご
ろ
、
午
後
１
時
〜
３
時
ご
ろ

※
混
雑
状
況
で
、
受
付
時
間
を
変
更

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象
　
小
規
模
納
税
者
の
方
の
所

　
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個

　
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

　
費
税
、
年
金
受
給
者
及
び
給
与
所

　
得
者
の
方
の
所
得
税
及
び
復
興
特

　
別
所
得
税
で
相
談
を
希
望
さ
れ
る

　
方
︵
は
ん
こ
、
申
告
書
作
成
に
必

　
要
な
書
類
と
前
年
の
確
定
申
告
書

　
の
控
え
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ

　
い
︶

※
複
雑
な
相
談
︵
譲
渡
所
得
、
内

　
容
︶
や
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
の

　
返
却
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
青
梅

　
税
務
署
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　●

勤
務
先
か
ら
あ
き
る
野
市
へ
給
与

　
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　●

そ
の
他
の
所
得
が
あ
り
、
確
定
申

　
告
を
す
る
必
要
が
な
い
方

　●

収
入
が
な
く
、
ど
な
た
の
扶
養
に

　
も
な
っ
て
い
な
い
方
、
他
市
に
住

　
ん
で
い
る
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ

　
て
い
る
方

　●

年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で

　
控
除
︵
社
会
保
険
料
、
地
震
・
生

　
命
保
険
料
、
医
療
費
等
の
控
除
な

　
ど
︶
の
追
加
が
あ
る
方

　●

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非

　
課
税
年
金
の
み
の
方

　
確
定
申
告
書
な
ど
で
﹁
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
﹂
﹁
本
人
確
認
書
類
の

告
書
をe

-T
a
x

︵
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
︶
を
利
用
し
て

提
出
し
た
方
、
印
刷
し
て
﹁
書
面
提

出
﹂
し
た
方
は
、
平
成
28
年
分
の
確

定
申
告
用
紙
な
ど
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
引
き
続
きe

-T
a
x

な
ど

の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告

を
﹁
税
務
職
員
等
に
よ
る
出
張
相
談

会
場
﹂
﹁
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
申

告
相
談
会
場
﹂
で
提
出
す
る
予
定
の

方
は
、
平
成
29
年
分
か
ら
、
確
定
申

告
用
紙
な
ど
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
確
定
申
告
用
紙
は
、
青

　
梅
税
務
署
、
市
の
窓
口
︵
２
月
１

　
日
〜
３
月
15
日
︶
で
配
布
し
ま
す
。

※
な
く
な
り
次
第
終
了

①
平
成
28
年
中
の
収
入
・
支
出
を
証

　
明
す
る
も
の
［
源
泉
徴
収
票
︵
原

　
本
︶
・
収
支
明
細
書
な
ど
］

②
は
ん
こ

③
社
会
保
険
料
︵
国
民
健
康
保
険

　
税
・
介
護
保
険
料
な
ど
︶
の
支
払

　
額
が
わ
か
る
書
類

④
控
除
証
明
書
類
︵
国
民
年
金
等
や

　
生
命
・
地
震
な
ど
の
各
種
保
険
会

　
社
の
証
明
書
︶

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
通
知
カ

　
ー
ド
︵
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
、

　
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

　
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
︶

⑥
前
年
分
の
確
定
申
告
書
な
ど
の
控

⑦
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号
、
支
店

　
名
が
分
か
る
も
の

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
事

　
前
に
領
収
書
を
集
計
し
、
明
細
書

　
に
ま
と
め
て
か
ら
お
持
ち
く
だ
さ

　
い
。

※
申
告
内
容
に
よ
り
、
別
途
必
要
と

　
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

提
示
﹂
﹁
写
し
の
添
付
﹂
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。

※
窓
口
な
ど
で
確
定
申
告
書
を
提
出

　
す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確

　
認
や
身
元
確
認
に
時
間
が
か
か
り

　
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド
、

　
運
転
免
許
証
な
ど
の
書
類
と
そ
の

　
写
し
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※e
-T

a
x

を
利
用
す
る
方
は
、﹁
本

　
人
確
認
書
類
の
提
示
﹂
﹁
写
し
の

　
提
出
﹂
は
不
要
で
す
。

※
﹁
通
知
カ
ー
ド
﹂
﹁
マ
イ
ナ
ン
バ

　
ー
カ
ー
ド
﹂
﹁
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

　
度
﹂
に
関
す
る
こ
と
は
、
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
［
☎
０
１
２
０
・
95
・
０
１
７
８

　
︵
無
料
︶
］
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

　
混
雑
状
況
で
、
午
前
の
受
付
が
午

後
の
受
付
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
午
後
の
受
付
は
、
午
前
の
受
付
が

　
で
き
な
か
っ
た
方
を
優
先
し
ま

　
す
。

※
午
後
４
時
ま
で
受
付
を
行
い
ま
す

　
の
で
、
混
雑
が
解
消
さ
れ
る
午
後

　
の
受
付
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
受
付
の
日
程
や
時
間
、
混
雑
状
況

　
の
目
安
は
表
を
確
認
し
て
く
だ
さ

　
い
。

あきる野市役所　☎（042）558－1111（代） 平成29年（2017年）１月15日　（４）

青
梅
税
務
署
職
員
と

税
理
士
に
よ
る

　
　
　
確
定
申
告
出
張
相
談

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

確
定
申
告
用
紙
な
ど
の

　
　
郵
送
停
止
の
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
社
会
保
障
・
税
番
号
）

　
　
　
　
　
　
制
度
の
導
入

青
梅
税
務
署
で
の

　
　
確
定
申
告
受
付
・
相
談

日
曜
日
の
申
告
書
作
成
提
出
な
ど

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
す

市
役
所
で
の

　
　
　
　
申
告
受
付
・
相
談

公
的
年
金
等
が
４
０
０
万
円

以
下
の
方
で
も
申
告
が

　
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

申
告
に
必
要
な
も
の

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
場
合
の

受
付
体
制

平
成
28
年
分
確
定
申
告
・

　
平
成
29
年
度
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
の
申
告

青
梅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署
個
人
課
税

第
１
部
門 

（
☎
０
４
２
８
・
22
・

３
１
８
５
）

※１…税務署職員が所得税の確定・還付申告を受け付けます。税理士による申告書作成アドバイスも行います

　　（市役所では受付を行いません）。

　　・場所：中央公民館3階集会室

　　・税務署出張相談受付時間 : 午前9時30分～11時ごろ、午後1時～3時ごろ

※２…税理士による無料申告相談を行います。2月14日（火）は市職員による受付は行いません。

　　・場所 : 市役所5階503会議室

　　・相談受付時間 : 午前9時～10時30分ごろ、午後1時～3時ごろ

※３…税務署職員が所得税の確定・還付申告を受け付けます。税理士による申告書作成アドバイスも行います

　　（市職員による受付は行いません）。

　　・五日市出張所2階　五日市地域交流センター

　　・税務署出張相談受付時間 : 午前9時30分～11時ごろ、午後1時～3時ごろ

・午前中に受付できる人数に限りがありま
　すので、状況により午後の受付とさせて
　いただく場合があります。
・午前と午後の早い時間は大変混雑します。

表　申告受付日程と前年実績による混雑予想

○印…実施日（受付時間　午前９時～11時　午後１時～４時　※出張相談、無料相談を除く）

市役所（１階）

五日市出張所

中央公民館

市役所（１階）

市役所（５階）

五日市出張所

市役所（１階）

五日市出張所

市役所（１階）

五日市出張所

市役所（１階）

五日市出張所

市役所（１階）

五日市出張所

2月6日㈪

　○（大変混雑）

2月13日㈪

　○（混雑）

2月20日㈪

　○（混雑）

2月27日㈪

　○（混雑）

3月6日㈪

　○（大変混雑）

3月13日㈪

　○（大変混雑）

2月7日㈫

　○（混雑）

2月14日㈫

　○（出張相談※３）

2月21日㈫

　○（大変混雑）

2月28日㈫

　○（混雑）

3月7日㈫

　○（混雑）

3月14日㈫

　○（大変混雑）

2月8日㈬

2月15日㈬

　○（大変混雑）

2月22日㈬

　○（大変混雑）

3月1日㈬

　○（大変混雑）

3月8日㈬

　○（混雑）

3月15日㈬

　○（大変混雑）

2月9日㈭

　○（大変混雑）

　○（出張相談※1）

2月16日㈭

　○（大変混雑）

　○（大変混雑）

2月23日㈭

　○（大変混雑）

　○（混雑）

3月2日㈭

　○（混雑）

　○（混雑）

3月9日㈭

　○（混雑）

2月10日㈮

　○（大変混雑）

2月17日㈮

　○（大変混雑）

　○（混雑）

2月24日㈮

　○（混雑）

　○（混雑）

3月3日㈮

　○（混雑）

　○（混雑）

3月10日㈮

　○（大変混雑）

○（税理士無料相談※２）

問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係

︵
直
通
５
５
８
・
１
６
８
２
︶


